
議案第２０号 

 

北本市介護保険条例の一部改正について 

 

 北本市介護保険条例の一部を次のように改正する。 
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北本市長 石 津 賢 治     

 

 

北本市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 北本市介護保険条例（平成１２年条例第２１号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第１項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４

年度から平成２６年度まで」に改め、同項第１号及び第２号中「１８，

８００円」を「２４，２００円」に改め、同項第３号中「２６，３００

円」を「３３，９００円」に改め、同項第４号中「３７，７００円」を

「４８，５００円」に改め、同項第５号中「４７，１００円」を「６０，

６００円」に改め、同項第６号中「５６，５００円」を「７２，７００

円」に改め、同項第７号中「６５，９００円」を「８４，８００円」に

改め、同条第２項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２

４年度から平成２６年度まで」に、「２００万円」を「１９０万円」に

改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 
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北本市介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 

（下線は改正部分） 
現             行 改      正      案 

（保険料率） 
第３条 平成２１年度から平成２３年度までの各年度にお

ける保険料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分

に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 
⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「令」という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 １

８，８００円 
⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 １８，８００円

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ２６，３００円

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ３７，７００円

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ４７，１００円

⑹ 令第３９条第１項第６号に掲げる者 ５６，５００円

⑺ 令第３９条第１項第７号に掲げる者 ６５，９００円

２ 平成２１年度から平成２３年度までの令第３９条第１

項第５号イに規定する額は２００万円とし、令第３９条第

１項第６号イに規定する額は５００万円とする。 

（保険料率） 
第３条 平成２４年度から平成２６年度までの各年度にお

ける保険料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分

に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 
⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「令」という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ２

４，２００円 
⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ２４，２００円 
⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３３，９００円 
⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ４８，５００円 
⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６０，６００円 
⑹ 令第３９条第１項第６号に掲げる者 ７２，７００円 
⑺ 令第３９条第１項第７号に掲げる者 ８４，８００円 

２ 平成２４年度から平成２６年度までの令第３９条第１

項第５号イに規定する額は１９０万円とし、令第３９条第

１項第６号イに規定する額は５００万円とする。 
 



 （経過措置） 

第２条 改正後の第３条の規定は、平成２４年度から平成２６年度まで

の介護保険料について適用し、平成２３年度までの介護保険料につい

ては、なお従前の例による。 

 （平成２４年度から平成２６年度までにおける保険料率の特例） 

第３条 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）附則第１６条

第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用する場合を含

む。）に規定する第１号被保険者の平成２４年度から平成２６年度ま

での保険料率は、改正後の第３条第１項の規定にかかわらず、２９，

１００円とする。 

２ 介護保険法施行令附則第１７条第１項及び第２項（同条第３項及び

第４項において準用する場合を含む。）に規定する第１号被保険者の

平成２４年度から平成２６年度までの保険料率は、改正後の第３条第

１項の規定にかかわらず、４３，６００円とする。 


